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市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長

安

田

浩

幸

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

第
四
章

給
料
の
調
整
額
、
管
理
職
手
当
、
扶
養
手
当
、
地

第
四
章

給
料
の
調
整
額
、
管
理
職
手
当
、
扶
養
手
当
、
地

域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、

単
身
赴
任

域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
単
身
赴
任

手
当
及
び
在
宅
勤
務
等
手
当

手
当

（
住
居
手
当
支
給
に
係
る
権
衡
職
員
の
範
囲
）

（
住
居
手
当
支
給
に
係
る
権
衡
職
員
の
範
囲
）

第
五
十
七
条
の
八
の
三

条
例
第
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め

第
五
十
七
条
の
八
の
三

条
例
第
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め

る
職
員
は
、
第
五
十
八
条
の
五
第
三
項
に
該
当
す
る
職
員
（
職
員
の
定
年
等

る
職
員
は
、
第
五
十
八
条
の
五
第
三
項
に
該
当
す
る
職
員
（
職
員
の
定
年
等

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）
第
十
三
条
の
規
定

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）
第
十
三
条
の
規
定

に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
で
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
満
十

に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
で
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
満
十

八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
居

八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
居

住
す
る
た
め
の
住
宅
と
し
て
、
同
号
に
規
定
す
る
異
動
又
は
公
署
の
移
転

住
す
る
た
め
の
住
宅
と
し
て
、
同
号
に
規
定
す
る
異
動
又
は
公
署
の
移
転

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第

二
十
二
号
。
以
下
「
一
般
職
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
適
用
職
員
で
あ
つ

二
十
二
号

）
の
適
用
職
員
で
あ
つ

た
者
そ
の
他
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
た
者

た
者
そ
の
他
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
た
者

に
あ
つ
て
は
当
該
職
員
と
な
つ
た
と
き
、
外
国
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の

に
あ
つ
て
は
当
該
職
員
と
な
つ
た
と
き
、
外
国
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
派
遣
若
し
く
は
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規

規
定
に
よ
る
派
遣
若
し
く
は
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
職
員
、
公
益
的
法
人
等
派
遣
法
第
十

定
に
よ
る
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
職
員
、
公
益
的
法
人
等
派
遣
法
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
又
は
休
職
条
例
第
二
条
第
一
号

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
又
は
休
職
条
例
第
二
条
第
一
号

の
規
定
に
よ
る
休
職
か
ら
復
職
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該
復
帰
、
採
用
又

の
規
定
に
よ
る
休
職
か
ら
復
職
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該
復
帰
、
採
用
又

は
復
職
）
の
直
前
の
住
居
で
あ
つ
た
住
宅
（
前
条
に
規
定
す
る
職
員
宿
舎
及

は
復
職
）
の
直
前
の
住
居
で
あ
つ
た
住
宅
（
前
条
に
規
定
す
る
職
員
宿
舎
及
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び
住
宅
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
が
人
事

び
住
宅
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
が
人
事

委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
住
宅
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万
二
千
円
を
超
え

委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
住
宅
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万
二
千
円
を
超
え

る
家
賃
を
支
払
つ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

る
家
賃
を
支
払
つ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

（
単
身
赴
任
手
当
支
給
に
係
る
権
衡
職
員
の
範
囲
等
）

（
単
身
赴
任
手
当
支
給
に
係
る
権
衡
職
員
の
範
囲
等
）

第
五
十
八
条
の
五

略

第
五
十
八
条
の
五

略

２

略

２

略

３

条
例
第
十
六
条
の
二
第
三
項
の
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴
任
手

３

条
例
第
十
六
条
の
二
第
三
項
の
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴
任
手

当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し

当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し

て
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

て
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一
～
六

略

一
～
六

略

七

第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
の
規
定
中
「
公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤

七

第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
の
規
定
中
「
公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤

す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
」
と
あ
る
の
を
「
一
般
職
給
与
条
例

す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
」
と
あ
る
の
を
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
そ
の
他
第
一
項
に
規
定
す
る
者
か
ら

す
る
条
例
の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
そ
の
他
第
一
項
に
規
定
す
る
者
か
ら

人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
た
こ
と
又
は
事
由
発
生
に
伴

人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
た
こ
と
又
は
事
由
発
生
に
伴

い
」
と
、
「
異
動
又
は
公
署
の
移
転
」
と
あ
る
の
を
「
職
員
と
な
つ
た
と

い
」
と
、
「
異
動
又
は
公
署
の
移
転
」
と
あ
る
の
を
「
職
員
と
な
つ
た
と

き
又
は
事
由
発
生
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員

き
又
は
事
由
発
生
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員

た
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
職
員

た
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
職
員

（
在
宅
勤
務
等
の
場
所
）

第
五
十
八
条
の
十
二

条
例
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定

め
る
場
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
と
す
る
。

一

職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
あ
る
者
を
含
む
。
）
又
は
二
親
等
内
の
親
族
の
住
居

二

宿
泊
施
設
の
客
室
（
職
員
が
当
該
客
室
の
利
用
に
係
る
料
金
を
負
担
す

る
場
合
に
限
る
。
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
所
に
準
ず
る
場
所
と
し
て
教
育
委
員
会
が
認
め
る

も
の

（
正
規
の
勤
務
時
間
か
ら
除
か
れ
る
時
間
）
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第
五
十
八
条
の
十
三

条
例
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定

め
る
時
間
は
、
次
に
掲
げ
る
時
間
と
す
る
。

一

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例

第
三
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
四
第
一
項
に

規
定
す
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
又
は
一
般
職
給
与
条
例
第
十
四
条
に
規

定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
等
に
割
り
振

ら
れ
た
勤
務
時
間
（
い
ず
れ
も
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
間

を
除
く
。
）

二

休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
及
び
前
号
に
掲
げ
る
時
間
の
ほ
か
、
勤

務
し
な
い
こ
と
に
つ
き
特
に
承
認
が
あ
つ
た
時
間

（
一
箇
月
当
た
り
の
在
宅
勤
務
等
の
平
均
日
数
を
算
出
す
る
た
め
の
基
礎
と

な
る
期
間
）

第
五
十
八
条
の
十
四

条
例
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定

め
る
期
間
は
、
三
箇
月
と
す
る
。

（
確
認
）

第
五
十
八
条
の
十
五

教
育
委
員
会
は
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
場
合

に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
条
例
第
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
勤
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
在
宅
勤
務
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場

所
、
在
宅
勤
務
等
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
数
そ
の
他
同
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具

備
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
必
要
な
事
項
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

２

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と

き
は
、
職
員
に
対
し
在
宅
勤
務
等
を
行
う
場
所
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
の

提
出
等
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
日
等
）

第
五
十
八
条
の
十
六

在
宅
勤
務
等
手
当
は
、
給
料
の
支
給
日
に
支
給
す
る
。

２

在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
日
前
に
お
い
て
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員

に
は
、
当
該
在
宅
勤
務
等
手
当
を
そ
の
際
支
給
す
る
。
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（
支
給
期
間
等
）

第
五
十
八
条
の
十
七

職
員
が
新
た
に
条
例
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
職
員
た

る
要
件
を
具
備
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
教
育
委

員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
。

た
だ
し
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
が
同
項
の
職
員
た
る

要
件
を
欠
く
こ
と
と
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
要
件

を
欠
く
こ
と
と
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
た
月
以
後
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給

し
な
い
。

（
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
）

（
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
）

第
五
十
八
条
の
十
八

略

第
五
十
八
条
の
十
二

略

２
～
４

略

２
～
４

略

５

条
例
第
十
七
条
第
六
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
災
害
対

策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
災
害
応
急
対
策
の
業
務
で
、
他
の
地
方
公
共
団
体
の
応
援
業
務
と

し
て
行
う
業
務
と
す
る
。

（
特
殊
勤
務
手
当
の
額
）

（
特
殊
勤
務
手
当
の
額
）

第
五
十
八
条
の
十
九

多
学
年
学
級
担
当
手
当
に
係
る
条
例
第
十
七
条
第
七
項

第
五
十
八
条
の
十
三

多
学
年
学
級
担
当
手
当
に
係
る
条
例
第
十
七
条
第
六
項

に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
、
次
の
各
号

に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
次
の
各
号
に

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

掲
げ
る

額
と
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

２

教
育
業
務
連
絡
指
導
手
当
に
係
る
条
例
第
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
規

２

教
育
業
務
連
絡
指
導
手
当
に
係
る
条
例
第
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
規

則
で
定
め
る
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
二
百
円
と
す
る
。

則
で
定
め
る
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
二
百
円
と
す
る
。

３

防
疫
業
務
手
当
に
係
る
条
例
第
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め

３

防
疫
業
務
手
当
に
係
る
条
例
第
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め

る
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
二
百
九
十
円
と
す
る
。

る
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
二
百
九
十
円
と
す
る
。

４

災
害
応
急
作
業
等
手
当
に
係
る
条
例
第
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
規
則

で
定
め
る
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
百
五
十
円
と
す
る
。
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第
五
十
八
条
の
二
十

略

第
五
十
八
条
の
十
四

略

第
六
十
一
条

略

第
六
十
一
条

略

２

略

２

略

３

条
例
第
十
七
条
の
三
第
二
項
の
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給

３

条
例
第
十
七
条
の
三
第
二
項
の
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給

さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
規
則
で

さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
規
則
で

定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

略

一

略

二

新
た
に
へ
き
地
等
学
校
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
学
校
等
に
勤
務
す

二

新
た
に
へ
き
地
等
学
校
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
学
校
等
に
勤
務
す

る
職
員
で
そ
の
へ
き
地
等
学
校
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
以
下

る
職
員
で
そ
の
へ
き
地
等
学
校
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
以
下

「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
前
三
年
以
内
に
、
一
般
職
給
与
条
例

「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
前
三
年
以
内
に
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
又
は
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら

す
る
条
例
の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
又
は
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら

人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
職
員
と
な
り
、
又
は
公
益
的
法
人
等
派
遣

人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
職
員
と
な
り
、
又
は
公
益
的
法
人
等
派
遣

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
、
当
該
学
校
等
に
勤
務
す
る

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
、
当
該
学
校
等
に
勤
務
す
る

こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の

こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の

４

条
例
第
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当

４

条
例
第
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当

の
支
給
期
間
及
び
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

の
支
給
期
間
及
び
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

一
般
職
給
与
条
例

の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
そ
の

一

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
そ
の

他
第
一
項
に
規
定
す
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
職
員
と
な

他
第
一
項
に
規
定
す
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
職
員
と
な

つ
て
へ
き
地
等
学
校
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を

つ
て
へ
き
地
等
学
校
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を

移
転
し
た
職
員
又
は
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
が
職
員

移
転
し
た
職
員
又
は
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
が
職
員

と
な
つ
た
日
又
は
公
益
的
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

と
な
つ
た
日
又
は
公
益
的
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
日
に
へ
き
地
等
学
校
に
異
動
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条

採
用
さ
れ
た
日
に
へ
き
地
等
学
校
に
異
動
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条

第
一
項
及
び
第
二
項
（
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

第
一
項
及
び
第
二
項
（
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ

す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ

り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

二
・
三

略

二
・
三

略

（
宿
日
直
勤
務
）

（
宿
日
直
勤
務
）
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第
六
十
三
条

宿
日
直
勤
務
と
は
、
条
例
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
八
条
の
四

第
六
十
三
条

宿
日
直
勤
務
と
は
、
条
例
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
八
条
の
四

ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
（
以
下
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い

ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
（
以
下
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い

う
。
）
以
外
の
時
間
に
お
い
て
行
う
勤
務
で
あ
つ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

う
。
）
以
外
の
時
間
に
お
い
て
行
う
勤
務
で
あ
つ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
及
び
条
例
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

の
及
び
条
例
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
勤
務
時
間
条
例

と
さ
れ
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県

第
九
条
に
規
定
す
る

条
例
第
三
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
に
規
定
す
る

祝
日
法
に
よ
る
休
日
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
又
は
国
民
の
行
事
の
行
わ

祝
日
法
に
よ
る
休
日
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
又
は
国
民
の
行
事
の
行
わ

れ
る
日
で
教
育
委
員
会
が
指
定
す
る
日
の
正
規
の
勤
務
時
間
に
お
い
て
行
う

れ
る
日
で
教
育
委
員
会
が
指
定
す
る
日
の
正
規
の
勤
務
時
間
に
お
い
て
行
う

こ
れ
と
同
様
の
勤
務
（
以
下
「
正
規
の
勤
務
時
間
に
お
い
て
行
う
宿
日
直
勤

こ
れ
と
同
様
の
勤
務
（
以
下
「
正
規
の
勤
務
時
間
に
お
い
て
行
う
宿
日
直
勤

務
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

務
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

一
・
二

略

一
・
二

略

第
六
十
七
条
の
二

条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
後
段
の
規
則
で
定
め
る
職
員

第
六
十
七
条
の
二

条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
後
段
の
規
則
で
定
め
る
職
員

は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
し
、
こ
れ
ら
の
職
員
に
は
、
期
末
手
当
を
支
給
し

は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
し
、
こ
れ
ら
の
職
員
に
は
、
期
末
手
当
を
支
給
し

な
い
。

な
い
。

一

略

一

略

二

そ
の
退
職
の
後
基
準
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
者
（
非
常
勤

二

そ
の
退
職
の
後
基
準
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
者
（
非
常
勤

で
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
短
時
間
勤
務
職
員
に
限
る
。
）
と
な
つ
た
者

で
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
短
時
間
勤
務
職
員
に
限
る
。
）
と
な
つ
た
者

イ
・
ロ

略

イ
・
ロ

略

ハ

一
般
職
給
与
条
例

の
適
用
を
受
け
る
職
員

ハ

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

ニ

略

ニ

略

三

略

三

略

第
六
十
七
条
の
七

前
条
第
一
項
の
在
職
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
算

第
六
十
七
条
の
七

前
条
第
一
項
の
在
職
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
算

入
す
る
。

入
す
る
。

一

基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
者
（
非
常

一

基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
者
（
非
常

勤
で
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
短
時
間
勤
務
職
員
に
限
る
。
）
が
条
例
の
適
用

勤
で
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
短
時
間
勤
務
職
員
に
限
る
。
）
が
条
例
の
適
用

を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
場
合
は
、
そ
の
期
間
内
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
者

を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
場
合
は
、
そ
の
期
間
内
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
者

と
し
て
在
職
し
た
期
間

と
し
て
在
職
し
た
期
間

イ

略

イ

略
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ロ

一
般
職
給
与
条
例

の
適
用
を
受
け
る
職
員

ロ

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

ハ

略

ハ

略

二

略

二

略

２
・
３

略

２
・
３

略

（

）

（

）

別
表
第
１

級
別
職
務
表

第
６
条
関
係

別
表
第
１

級
別
職
務
表

第
６
条
関
係

イ
行
政
職
給
料
表
級
別
職
務
表

イ
行
政
職
給
料
表
級
別
職
務
表

職
務
の
級

級
別
標
準
職
務
表
に
規
定
左
欄
の
職
務
と
そ
の
複
雑

職
務
の
級

級
別
標
準
職
務
表
に
規
定
左
欄
の
職
務
と
そ
の
複
雑

、
、

す
る
職
務

困
難
及
び
責
任
の
度
が
同

す
る
職
務

困
難
及
び
責
任
の
度
が
同

程
度
の
職
務

程
度
の
職
務

略
略

略
略

略
略

４
級

１
主
任
主
査
の
職
務

統
括
事
務
長
補
佐
の
職
務

２
困
難
な
業
務
を
行
う

主
査
の
職
務

５
級

略
統
括
事
務
長
の
職
務

５
級

略
１

統
括
事
務
長
の
職
務

２
困
難
な
業
務
を
行
う

統
括
事
務
長
補
佐
の
職
務

略
略

略
略

略
略

ロ

略

ロ

略

別
表
第
十
三
（
第
五
十
九
条
関
係
）

別
表
第
十
三
（
第
五
十
九
条
関
係
）

級

地

区

分

学

校

名

所

在

地

級

地

区

分

学

校

名

所

在

地

（
指
定
年
月
日
）

（
指
定
年
月
日
）

略

略

略

略

略

略

一
級
地

義
務
教
育
学
校
阿
仁
学
園

北
秋
田
市

一
級
地

義
務
教
育
学
校
阿
仁
学
園

北
秋
田
市

（
令
和
六
年
四
月

（
令
和
五
年
四
月

（
後
期
課
程
）

一
日
指
定
）

一
日
指
定
）

略

略

略

略

略

略

二
級
地

義
務
教
育
学
校
阿
仁
学
園

北
秋
田
市



- 8 -

（
令
和
五
年
四
月

（
前
期
課
程
）

一
日
指
定
）

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
八
条
の
十
四
を
第
五
十
八
条
の
二
十
と
す
る
改
正
規
定
、
第
五
十
八
条
の
十
三
の
改
正

規
定
、
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
条
を
第
五
十
八
条
の
十
九
と
す
る
改
正
規
定
、
第
五
十
八
条
の
十
二
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
条
を
第
五

十
八
条
の
十
八
と
す
る
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
第
五
十
八
条
の
十
八
及
び
第
五
十
八
条
の
十
九
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。


